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市県民税等申告相談市県民税等申告相談

問　市県民税申告相談について ➡ 税務課 市民税係市民税係
　　確定申告、源泉徴収票、e-Tax について ➡ 佐久税務署 ☎0267-67-3460佐久税務署 ☎0267-67-3460　

2/17 ㈮ ～ 3/15 ㈬期間

市民交流センター（こもろプラザ 2 階）（こもろプラザ 2 階）会場

申告を忘れると…
所得額や税額は市・県・国の様々な制度を利用する際の基準となるため、申告を忘れると、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・保育料・市営住宅使用料等に影響を及ぼすことがあります。

申告が必要な方
○申告については、広報こもろ1月号の９ページ及び17ページ（佐久税務署からのお知らせ）をあわせて
　ご確認ください。
○所得税に関するご相談や過年の確定申告に関するご相談、内容が複雑な申告等については税務署での確定 
　申告をお願いします。詳しくは佐久税務署へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策について
○非接触型体温計による体温測定を行います（左会場図参照）。37.5 度以上あった場合、申告相談を
　ご遠慮いただき、日を改めていただきます。ご了承ください。
○会場入口で手指消毒をお願いします。（左会場図参照）
○マスクの着用をお願いします。
○各相談窓口にはアクリル板による仕切りを設置しています。
○筆記用具の使いまわしを避けるため、黒色のボールペンの持参をお願いします。
○密状態を避けるため、待合スペースの椅子を少なく設置しますので、会場以外の場所でお待ちいただく場合が
　あります。ご協力をお願いします。
○市県民税の申告については、記入した申告書及び控除額に係る各種証明書を郵送いただいて受け付けることも
　可能です。運転免許証などの身分証明書のコピーを添付してください。また、申告書の控えや各種証明書の返
　却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申告相談に必要なもの　※申告内容に応じて、次の資料等をご用意ください。
○利用者識別番号が確認できる書類（所得税の確定申告をする方）　
○申告書
○給与や年金の源泉徴収票
○国民年金や健康保険等の保険料の領収書や証明書
○生命保険料や地震保険等の領収書や払込証明書
○医療費控除の明細書
○障害者手帳、要介護認定書
○還付を受ける本人の預金通帳
○営業・農業・不動産所得がある方は、収支内訳書と、収入・経費の確認できる帳簿や領収書など
○マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード及び運転免許証等の身分を証明するもの

2/25 ㈯、3/5 ㈰、3/12 ㈰は午前のみ受付2/25 ㈯、3/5 ㈰、3/12 ㈰は午前のみ受付
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▶ご注意
○毎週木曜日については、セ
　ンター休館日に伴い、申告
　相談は行いません。
○市民交流センターの開館は、
　午前 8 時 30 分です。
○市役所地下駐車場（第 1駐
　車場）は、混雑が予想され
　ます。周辺駐車場もご利用
　ください。
○期間中は、税務課窓口での
　相談はお受けできません。

申告相談の日程 日付 曜日 午前 午後

2/17 ㈮ 東山　東小諸　乙女 小原　与良　鶴巻
2/18 ㈯ 休日
2/19 ㈰ 休日
2/20 ㈪ 御幸町　緑ヶ丘　八幡町 松井　天池　東雲
2/21 ㈫ 荒町　紺屋町　三和　赤坂 大手　古城　相生　本町
2/22 ㈬ 田町　六供　両神 新町　富士見平　市町　南町
2/23 ㈭ 休館日（申告相談なし）
2/24 ㈮ 原村  中村  八代  西八満  藤塚 乗瀬　石峠　南ケ原
2/25 ㈯ 全地区対象 休日
2/26 ㈰ 休日
2/27 ㈪ 東　加増　ひばりヶ丘　荒堀 四ツ谷　柏木上　柏木下
2/28 ㈫ 菱野　後平 諸　西原
3/1 ㈬ 滝原　大久保　鴇久保　氷 西浦　上ノ平　久保　大杭　宮沢
3/2 ㈭ 休館日（申告相談なし）
3/3 ㈮ 市　谷地原　 御影　御牧ヶ原　諏訪山
3/4 ㈯ 休日
3/5 ㈰ 全地区対象 休日
3/6 ㈪ 森山 和田
3/7 ㈫ 耳取 平原　一ツ谷
3/8 ㈬ 芝生田 井子　糠地
3/9 ㈭ 休館日（申告相談なし）
3/10 ㈮ 全地区対象
3/11 ㈯ 休日
3/12 ㈰ 全地区対象 休日
3/13 ㈪ 全地区対象
3/14 ㈫ 全地区対象
3/15 ㈬ 全地区対象

▶日程・対象地区
　右表のとおりです。
▶場所
　市民交流センター
　（こもろプラザ 2 階）
▶時間
　○ 午前の部
　　 9:00 ～12:00
 　　（受付 8:45 ～11:00）
　○ 午後の部
 　　13:00 ～17:15
 　　（受付 16:00 まで）

○ 混雑解消のため、地区別の割り振りにご協力をお願いします。ご都合がつかない場合は、全地区対象日に
　 お越しください。相談会には、時間に余裕をもってご来場ください。
○ 休日開催は、2/25 ㈯・3/5 ㈰・
　3/12 ㈰の午前中のみです。
　税務署は閉庁のため、複雑な申告
　はお受けできない場合があります。

申告相談会に際して　～お願いとご注意～

申告会場図（市民交流センター）

各種税の申告が必要かどうかに
ついては、広報こもろ1月号９
ページをご確認ください。

広報こもろ
1月号

・所得税
・個人消費税
・贈与税　の
確定申告について
は、17ページを
ご確認ください。


